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Part１
乗務員のみなさん！『「営業掲示第１００号《令和５年１月１９日付け新幹線車掌マニ

ュアルの一部改正について（掲示期間：２月８日）」』が１月１９日に掲示されました。
しかし、その掲示が突然撤去され、内容の一部がこっそり訂正されて、営業掲示第１０２
号にすり替わっています。

どこが、どうかわったかわかりますか！？

多くの乗務員は、掲示内容のどこがかわったのか困惑し
ています。
東海労組合員が１月２４日、ｋ営業助役に「やはり出勤予備と使っていたのは間違えな
かったのですね」と質問した翌２５日に突然、営業掲示第１００号は撤去され「営業掲示
１０２号」に一カ所だけ訂正され掲出されることになりました。
その訂正された一カ所とは・・・？

新幹線車掌マニュアルの一部改正について

営業掲示第１００号
５．その他

・出勤予備を指定された日や・・・

↓

営業掲示第１０２号
５．その他

・確保予備を指定された日や・・・

「・本掲示をもって～（・・・営業掲示第１００号）は廃止とする」と理由も書かれる
ことなく、廃止されてしまいました。
「出勤予備」を「確保予備」にかえただけで、掲示そのものを廃止にするとは、これま

でにありましたか？


